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1.研究背景 

 

 東日本大震災は、東北を中心に大きな被害をもたらし、その後も原子力発電所の事

故による放射能汚染や原子力発電所の稼働停止による電力不足など、今なお多大な影

響をもたらしている。こうした自然災害のリスクに対するリスクコントロールとして、

事業継続計画（Business Continuity Plan/以下 BCP)が大きく注目を浴びている。 

 中でも、公共交通機関の停止などに影響されずに仕事を行う方法として、テレワー

クが大きくクローズアップされている。業種による向き不向きはあるが、オフィスに

縛られず働くスタイルは自然災害発生時の混乱のみならず、人員の分散によりパンデ

ミックにおいて集団感染を防いだり、電力不足への対応などに大きく期待されている。 

 しかし、災害による例外的な対応としてこれらの制度を実施している企業では、様々

な課題が見られた。コミュニケーションのあり方の急速な変化などによる混乱が多々

見られた。 

 一方で、緊急時以外にもテレワークを実施していた企業も存在する。それらの企業

は子育て中の女性や、介護を行いながら仕事をするといった働き方を支援するために

実施してきた。これら２つのテレワークは同じようなインフラを備えているが、目的

の違いからワーク・ライフ・バランス（Work–Life Balance/以下 WLB)型と BCP 型とい

った別の物として捉えられている。 

 しかし、BCP を目的としてテレワークを位置づけながら、WLB や生産性の向上などの

効果を期待し、その後も継続して制度利用を可能にする企業が出てきている1 。 BCP

と WLB 向上の両方を視野に入れたテレワークの導入は、企業の業務を強化しつつ従業

                                                  
1 『日本経済新聞』夕刊、2011 年 10 月 17 日、９頁 
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員の仕事と生活の両立を支援できる可能性があるのではないか。 

 そこで本稿では WLB 型テレワークと BCP 型テレワークの現状を踏まえて、事例を通

して BCP と WLB の両立はどのような点で優位性があるのかを考察する。 

 

2.テレワークとは 

 

2-1.テレワークの概要 

 テレワークとは、情報通信技術を用いてオフィスから離れて仕事を行うような働き

方である。定義は様々であるが、テレワーク白書では「ICT（情報通信技術）を活用し

た場所や時間にとらわれない柔軟な働き方2」と定義している。このような働き方は、

現代社会における様々な問題に対して効果があるとされている。具体的には、「少子

化・高齢化問題等への対応」「家族のふれあい、ワークライフバランスの充実」「地域

活性化の推進」「環境負荷軽減」「有能・多様な人材の確保、生産性の向上」「営業効率

の向上・顧客満足度の向上」「コスト削減」「災害等に対する危機管理」の８つがあげ

られている3。 

 テレワークという働き方には様々な形がある。佐藤（2008）では、テレワークを雇

用形態と働く場所により「在宅勤務型」「モバイルワーク型」「在宅ワーク型」「SOHO

型」４つに分類している（表１）。在宅勤務型とは、企業や役所に雇われた人が、オフ

ィスなどの職場だけでなく自宅などでも働く形である。モバイルワーク型テレワーク

とは、移動中や喫茶店など出先でも書類作成などを行う直行直帰の形である。在宅ワ

ーク型とは、請負契約によって自宅で仕事を行う形である。SOHO 型とは、小規模オフ

ィスや自宅で事業を行うことを指す。本稿におけるテレワークとは、在宅勤務型、モ

バイルワーク型を指す。 

表１テレワークの分類 

 正規雇用 非正規雇用 

自宅 在宅勤務型 在宅ワーク型 

自宅以外 モバイルワーク型 SOHO 型 

出展：佐藤（2008）を元に筆者作成 

                                                  
2 日本テレワーク協会（2010） 
3 IT 戦略本部（2007） 
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このような雇用形態と働く場所という分け方の他に、テレワークは目的によっても

分類することが可能である。総務省(2010a)ではテレワーク導入企業の導入目的を調査

している。その結果を、女性や要介護者をもつ従業員の就業などを目指した「多様な

働き方」、従業員の生活にゆとりを持たせる「ワークライフバランス型」、業務効率や

生産性向上のための「経営型」、会社の枢要な業務を継続することを目指す「事業継続」

の４つに大別している。また、これらの関係について、「テレワークによるワークライ

フバランスの実現・向上は、企業の業務効率・生産性向上と表裏一体をなし、企業と

社員が相互に利益を得ることができる関係を構築」としている4。  

 

図１：テレワーク導入目的 

出典：総務省（2010a)をもとに筆者作成 

 

 また、野村総合研究所（2008）によると、テレワークを導入する契機は「家庭と仕

事の両立」「時間や場所にとらわれない柔軟な働き方」「BCP」「在宅勤務ソリューショ

ンの提供」４つがあるとしている。このうち、「時間や場所にとらわれない柔軟な働き

方の創出」は「家庭と仕事の両立」を拡大したものであり、共に WLB の向上やそれに

よる業務生産性向上を目指している。また「在宅勤務ソリューションの提供」は、IT

ベンダーが自社で製品を活用しながら商材にしようとするものであり、WLB 向上など

と共に実現を目指すものである。 

                                                  
4 総務省（2010b)、68 項 
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 上述に基づき、本論文ではテレワーク導入のねらいを「WLB の向上や業務の生産性

向上を図るため」と「BCP のため」の２つに分ける。 

2-2.BCP 型テレワーク5 

 BCP とは、災害や事故が発生した際に、出来る限り業務を中断することがないよう

にする取り組みのことである。これにより、他社への顧客流出などを防ぎマーケット

シェアや企業評価の低下をなどから企業を守ろうとするものである。昨今このような

取り組みは新型インフルエンザの世界的な流行や地震などの大規模災害などを背景に

注目を浴びている。  

 このような課題に対して導入されるテレワークを BCP 型テレワークと呼ぶ。柳原・

吉澤(2012)によると、BCP 型のテレワークは「災害復旧型テレワーク」「感染症型テレ

ワーク」「節電型テレワーク」の３つの概念に整理される。災害復旧型テレワークとは、

災害によりオフィスが使用できない場合に、オフィスの復旧と並行して最低限の業務

を別の場所で行うことを指す。多くの場合は、元のオフィス業務に戻ることを前提と

している。感染症型テレワークとはインフルエンザなどによる集団感染による業務停

止を防ぐために、従業員を在宅勤務などによって分散させることが目的とするテレワ

ークである。また節電型テレワークとは、東北大震災以降の電力不足に対して行われ

るテレワークである。 

 NTT データ経営研究所(2011)では、企業に対して BCP の実施調査を行っている。そ

の中でも、「BCP を策定済み」としている企業の中でも、 「人的リソース（従業員・

職員等）についての代替策の用意」について実施していない企業が多くあった。BCP

型のテレワークを導入することは、緊急時においても人的リソースの低下を緩和する

ことで、事業継続が可能になることが考えられる。 

 

2-3.ワークライフバランス型テレワーク 

 ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和のことである。内閣府では、調和が

とれている状態を「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の

責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ

た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とし、具体的には「就

労による経済的自立が可能な社会」「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」

「多様な働き方・生き方が選択できる社会」をあげている6。   

                                                  
5 事業継続については、内閣府（2009）を参照 
6 仕事と生活の調和に向けて http://wwwa.cao.go.jp/wlb/towa/definition.html 2013 年 1 月 31 日アクセス 
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 このような目的を元に実施されるテレワークを WLB 型テレワークという。下崎・小

島（2007）は、WLB を実現するには、子育て支援だけでなく、いかにして柔軟な働き

方を定着させることができるのかが鍵とし、そのためにも多様な勤務形態おしての在

宅勤務や SOHO の普及が必要としている。 

 

2-4.WLB 型テレワークと BCP 型テレワーク相違点 

 現在のテレワークを目的によって２つに分けられるということを説明した。この２

つは同じテレワークであるが、その目的により大きくことなる性質を持つ。 

 第一にその規模があげられる。WLB 型テレワークでは、希望者がテレワークを実施

するという形である。またその希望者も、介護や育児などの特定の理由がある場合に

限定されることが多く、自由に選べるということは少ないこともあり、規模は限定的

なものになる。一方 BCP 型テレワークでは、ある程度の規模または全体で在宅勤務を

行うことになる。これは、節電などを目的とする場合には一定規模でなければ効果が

ないこと、オフィスなどが災害の影響を受けた場合には多くの従事者が一斉に在宅勤

務に移行することによる。 

 第二に実施期間に違いがある。WLB 型テレワークは、育児や介護など従業員が希望

した期間に実施されるため、常にテレワークが実施される状態である。一方、BCP を

目的とした場合は、災害や節電など必要に迫られた際にテレワークを実施するが、一

時的な利用であり平時は利用しない。 

 第三に、従事者の意思による選択の可否があげられる。WLB 型テレワークは、雇用

者のライフスタイルや家庭の事情に合わせて在宅勤務を選択することができる。一方

で、BCP 型では、一部実施の場合は輪番による在宅勤務であったり、一斉に在宅勤務

が実施されることになる。そのため、自由にテレワークという働き方を選択できると

いうものではない。これは、「多様な働き方・生き方が選択できる社会」の実現という

WLB 型テレワークと相反する点である。 

 

2-5.テレワークの抱える課題 

 様々なメリットをもつテレワークという働き方であるが、導入、運用には課題も多

い。 
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図２：テレワークの抱える課題  

出典：総務省（2010a)をもとに筆者作成 

総務省(2010a)では「テレワークに適した業務がない」「情報セキュリティの問題」

「社員の労務管理・業績管理の問題」「コミュニケーションの問題」「コスト負担」と

いった５つの課題が指摘されている。またそれ以外にも、導入するメリットが分から

ないといった問題もある（図２参照）。 

 

 

図３:テレワークを導入しない理由  

出展：日本テレワーク協会（2010）より筆者作成 

0% 20% 40% 60% 80%
テレワークに適した仕事がないから

情報漏洩が心配だから

業務の進行が難しいから

導入するメリットがよくわからないから

社内のコミュニケーションに支障があ…

社員の評価が難しいから

費用がかかりすぎるから

人事制度導入に手間がかかるから

顧客等外部対応に支障があるから

文書の電子化が進んでいないから

労働組合や社員から要望がないから

周囲の社員にしわ寄せがあるから

その他

無回答

平成20年末

平成21年末

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報セキュリティの確保が難しい

コミュニケーション不足になる可能性がある

労働時間管理が難しい

情報機器・ネットワーク機器などに費用が掛かる

成果の評価がしにくい

在宅勤務やモバイルに適した職種がない

従業員からの要望・提案がない

座卓勤務やモバイル勤務の効果がよくわからない

会社の規模が小さいのでできない（必要ない

経営者の理解が得られないと思われる

取引先や親会社との関係からできない

導入したいが方法がわからない、情報不足

－ 118 － － 119 －



 

 日本テレワーク協会（2010）では、テレワークを実施していない企業に対してその

理由を聞いている（図３参照）。導入しない理由で９割を超える企業が情報セキュリテ

ィの確保の難しさをあげており、近年の個人情報保護法や企業の情報漏洩に対する危

機感の影響が大きく影響していると思われる。またそれ以外には、「コミュニケーショ

ン不足になる可能性がある（86.9%)」や「労働時間管理が難しい（83.8%)」、「成果の

評価がしにくい(78.8%)」といったマネジメント上の課題も多くの企業があげている。

また、「在宅勤務やモバイル勤務に敵した職種がない（74.7%)」や「会社の規模が小さ

いのでできない（48.5%)」といった職種や規模による実施の不可、または必要がない

という理由もある。 

 

3.事例：KDDI 株式会社（以下 KDDI）におけるテレワーク形態の変遷 

 

 本章では KDDI の事例を通し、BCP 型テレワークと WLB 型テレワークを視野に入れる

ことによるメリットを考える。 

 KDDI では 2009 年より、テレワークを本格始動させていた。この時点でのねらいは

「計画性・生産性の高い業務の実現」「通勤省略による時間の有効活用と身体的負担の

軽減」「育児・介護を行う社員の支援」となっている7。実施のまえに育児・介護など

による短時間勤務社員を対象にしたトライアル期間を儲けており、対象社員は 3000

名であったが、実施規模も約 50 名と小規模であり WLB 型テレワークといえる。 

 その後、東日本大震災に BCP として在宅勤務制度を利用した。まず、震災直後では

経営層による判断により自宅待機となるが、1000 人規模の在宅勤務が行われ基幹業務

の維持を行った。この時、以前から使用していたシンクライアントのシステムを自宅

待機などに合わせ 1000 人程度の利用を見込み整備した。その後、節電対策としても有

効と判断し、１万人規模の利用に耐えうるものへとシステムを拡充した8。 

 KDDI ではリモートアクセスによるシンクライアント式のシステムを用いて、外出先

では１部、自宅では会社のパソコンとほぼ同等の作業が可能な仕組みを導入している。

このような仕組みは情報漏洩などの恐れもあり、強固なセキュリティー対策が求めら

れる。しかし 2011 年３月 11 日の東北大震災を機に、「将来を見据えて一歩踏み出す時

                                                  
7 『通信ソサエティマガジン』16 号 2011 年 
8 『日経エコロジー』No.148、2011 年 10 月号 
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期だ」として大規模な導入を行った9。 

 同社の在宅勤務はサマータイム制度などと共に運用されている。内容としては、「①

終日在宅勤務、②早朝出勤で午後２時間半在宅勤務、③通常勤務、の①〜③を組み合

わせる」という形である10。対象は「東北電力、東京電力、中部電力圏内の事業所に

勤務する社員のうち約 9000 人」である。全ての従業員が同じようにテレワークを利用

するのではなく、「打ち合わせなどが多い職場には午前に出社して午後は在宅勤務、研

究や規格部門などには終日の在宅勤務を進める」という形をとっていた11。 

 同社がこのような大規模なテレワークを行った背景には、「使用電力の９割以上が携

帯電話の通信基地局などによる12」という事情がある。基地局での削減は難しく政府

の電力使用制限の対象ではなかったが、その分オフィスにおいては最大限の削減を目

指した。本社では 4500 人の従業員のうち 40%の社員に対して極力在宅勤務をするよう

に要請し、特に午後のみの在宅勤務などを併用することでピーク時となる午後のオフ

ィス利用社員を大幅に減らすことを目指した。 その結果、本社ビルにおいて７月の最

大使用電力を前年比７割の削減することに成功している。空調や照明など様々な施策

を行っているが、うち 2 割ほどはテレワーク導入の効果であるとしている13。  

 このようなテレワークは大規模かつ一斉に行われており、BCP を目的としたピーク

時には8000人が利用し14実施の方法についても「たとえば情報システム部門であれば、

隔週で在宅勤務の週があります。勤務方法は、すべて自宅という働き方も選べますし、

午前 8 時から午後 1 時まで勤務し、自宅で数時間働くといったパターンも選べます。

ただ、午後 1 時をすぎるとフロア全体を閉めて、エアコンや電気も止めるなど、節電

は徹底して実施されます。15」と、ある程度の自由を認めながらも大規模かつ一斉に

行われている。 

 また同社では、この取り組みを夏以降も継続的に利用できるようにしている16。さ

らには人事規定を改訂し、従来は育児や介護などに取得目的を限定した上で一ヶ月前

までに人事部に申請、承認を得る必要があったものを、直属の上司からの許可を得る

だけで可能にし、月 8 日までとしていた取得日数制限を廃止した17。現在同社では、

                                                  
9 『日本経済新聞』朝刊、2011 年５月４日、３頁 
10 『日経ビジネスアソシエ』2011 年７月 19 日号、12-13 頁 
11 『朝日新聞』夕刊、2011 年６月１日、２頁 
12 『日本経済新聞』、2011 年７月 12 日 
13 『日経コンピューター』、2011 年９月 15 日号 
14 『日経ビジネス』、No.1637、2012 年４月 16 日号 
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自社の取り組みについて「災害発生時やそのほかの都合で出社制限が必要な場合の業

務維持の観点から、ネットワーク設備を拡充し、あわせて全社員が柔軟に利用できる

ような制度18」とし、BCP 型テレワークと WLB 型テレワークの両立を意図した制度と位

置づけている19。 

 

4.事例分析 

 

 本章では WLB 型と BCP 型の双方を視野に入れたテレワークが、それぞれに対してど

のように影響を与えるかを考察する。 

 

4-1.WLB 型テレワークへのメリット  

 WLB 型テレワークを行うにあたって、課題のひとつが制度の浸透である。この点、

介護や育児を理由として一部の従業員のみが利用することが多い WLB 型のテレワーク

に比べ、大規模かつ一斉に行われる傾向のある BCP 型テレワークは効果があると考え

られる。 

 在宅勤務制度は主に育児などで出社できない社員に対する福利厚生制度といった位

置づけであり、小規模で一部の希望者のみが利用することで制度はあっての運用され

ないケースも多いという指摘もある 。制度への理解を深め、利用のハードルを下げる

ことが重要になる。 

 この点、BCP として利用する際には少数ではなくある程度の規模での実施が見込ま

れる。BCP を視野に入れた場合、大規模での利用を促進する必要がある。こうした結

果、WLB 型テレワークの利用促進に繋がることが考えられる。KDDI のケースでは、少

数を対象としてテレワークを行っていたものが、BCP を目的に大規模なテレワークを

実施した。これにより、従来利用していなかった層も利用することにより、2011 年の

夏以降への制度の継続へと繋がって行った。実際に災害などに直面せずとも、その備

えとして定期的なトライアルなどを行うことは、従業員の意識を変えることに役立つ

可能性がある。 

                                                  
18 ワーク・ライフ・バランス | 労働慣行 〈重要課題 4〉 多様な人財の育成による活力ある企業の実現

http://www.kddi.com/corporate/csr/activity/diversity/worklife/index.html 2013 年１月 31 日アクセス 
19 『日本経済新聞』夕刊、2011 年８月２日、９頁 
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4-2.BCP 型テレワークへのメリット 

 BCP 型のテレワークは、緊急時に利用することは考慮していても平時から利用する

ことは想定されていない。これに対して、平時から WLB 型としてテレワークを実施す

ることで、緊急時にスムーズな移行が可能になる。 

 KDDI のケースでは、当初は小規模な WLB 型テレワークを実施していたが、災害の発

生に合わせ 1000 人規模のものへと拡大している。この際、平時ではセキュリティーの

観点からテレワーク従事者にテレワーク用のパソコンを配布していたが、震災後の急

激な利用拡大には対応できず、一般家庭のパソコンからも利用できるように急遽変更

している。KDDI に限らず、節電に直面し、急遽 BCP 型のテレワークを実施した企業に

は、多くの課題が見られた。吉見(2012)によると、実施した企業においてはコミュニ

ケーションの課題や人事評価などに課題があると回答している。とくに興味深い点は、 

震災以前から全社員がテレワークを利用できる環境を整備していたにもかかわらずコ

ミュニケーションなどに課題があると答えている企業がある点である。このような課

題が起きる背景には、職種を限定したり希望者にしぼって実施されるワークライフバ

ランス型テレワークとは異なり、緊急時には状況に応じて大規模にテレワークに切り

替える必要があるためである。また、吉見（2012）通常時に積極的にテレワークを利

用していないと、緊急時に活用することが困難であるとも指摘されている。 

 これに対し、BCP を視野に大規模なテレワークを行っておけば、スムーズな切り替

えが可能になると考えられる。育児など必要に迫られての実施に限らず、多くの従業

員が日常的に WLB 向上を目指し実行していれば、BCP へも繋がるのではないか。KDDI

では、2011 年の 12 月より大規模な利用が継続して手軽に行えるように人事制度の改

訂などを行っている。 

 また BCP 型テレワークに必要なコストを WLB 型を併用することにより補うことも可

能になることが考えられる。在宅勤務に必要な機材やシステムを災害時に準備してお

くだけでは、費用負担が毎月発生することになる。一方平時から利用することで WLB

の向上に活用できれば、従業員の生産性向上などに繋げることが可能になる。事実、

在宅勤務によって集中力持続時間が増加するなど実証的な研究も行われている。 
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5.最後に 

 

 本稿では WLB 型テレワークと BCP 型テレワークの現状を踏まえ、KDDI のケースを元

に両立の可能性と価値を考察した。BCP 型テレワークと WLB 型テレワークの両立はそ

れぞれ個々で実施する場合の課題を解決し、より効率的な制度運用を可能にする可能

性を示した。しかし、このようなテレワークは行われ始めたばかりである。両立によ

る可能性を検証するためにも、継続的な制度利用の調査が必要となる。KDDI において

も、BCP のためのテレワークという大義名分が形骸化すれば、小規模で限定的なテレ

ワーク利用という従来の形へと戻りかねない。 

 また、WLB 型テレワークと BCP 型テレワークの両立により、テレワーク運用の価値

があがりハードルが下がったとしても、テレワークが抱える以下の２点の根本的な課

題は解決されていないことがわかる。 

第一にコミュニケーションの課題である。テレワークではインターネットを介した

コミュニケーションが中心になるが、まだ対面のコミュニケーションにとってかわる

ことができていない。KDDI による大規模な在宅勤務制度の導入では、チャットなどを

通じてコミュニケーションを行っていた。しかし会議など対面のコミュニケーション

も依然必要であり、実施が難しくなったという課題がある。 

第二に、職種や職務内容によってテレワークにとって向き不向きなどがあげられる。

KDDI は節電に向けて大規模なテレワークの導入を行ったが、職務によってその効果に

差があったことがわかる。 

しかしながら、BCP を機に大規模なテレワーク導入を行うには、テレワーク可能か

可能でないかではなく、どのようにすれば可能になるのかといった視点に立ち、業務

やコミュニケーションの見直しを進めなければならない。仕事の進め方やコミュニケ

ーションのあり方の見直しにより、より多くの人々がテレワーク利用可能となり、WLB

の向上をもたらす柔軟な働き方を選択できるようになるかもしれない。 

 現代の日本は少子高齢化や自然災害の頻発などに直面し、企業経営の不安定さは増

すばかりである。このような危機に対し、テレワークは企業にとっても従事者にとっ

ても価値のある働き方として機能することが期待される。 
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